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                                                        土　木　部　長

                材料単価の決定要領について（通知）

　　　　昭和56年３月13日付発管第55号で通知したこのことについて、このたび一部改訂し、平成９年７月25
日以降起工決裁する工事から適用することとしたので、貴課、所職員へ周知徹底してください。

　　　 材料単価の決定要領

１　適用
　この要領は、鳥取県土木部が制定する材料単価（公営住宅を含む営繕関係は除く）以外の材料単価決定
に適用する。
　なお、この要領によることが著しく不適当であると認められるものについては、別途運用できるものと
する。

２　用語の定義
（１）　物価資料・・・・・（財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」、「建設物価ニュース速報」及び㈲経

　　済調査会発行の「月刊積算資料」、「週間速報物価版」をいう。
（２）　見積書　・・・・・メーカー、商社等から見積りを徴収したものをいう。
（３）　特別資料・・・・・物価資料、見積書以外の調査資料をいう。
３　材料単価決定の方法

材料単価は原則として起工決裁の月の実勢価格を使用する。
適用優先順位は次のとおりとする。

（１）　物価資料による場合
　月刊建設物価の価格を採用することを原則とする。
　月刊建設物価に掲載されていない材料については、月刊積算資料の価格を採用する。
　ただし、特に価格の変動が著しい材料にあっては、速報版の価格を採用することができるものとす
る。
　なお、物価資料の価格を採用するに当たっては、荷渡し場所、取引数量、流通経路のうち価格を調
査した段階及び価格の適用等の条件を確認し、その適用を誤まらないよう十分注意すること。
１）実勢価格の場合
　物価資料には実勢価格として、大口需要者渡し価格、小口需要者価格があるが、原則として大口需
要者渡し価格を採用するものとする。
　なお、特別の場合は実情にあったものとする。

２）実勢価格の場合
　公表価格（メーカー希望価格）で記載されている場合は、そのまま採用しないで、見積り等により
決定するものとする。
　また、カタログ等による場合も同様とする。

（２）　見積書による場合
　物価資料に実勢価格が掲載されていない場合は、見積りにより決定する。
１）見積りを徴収する場合は、形状寸法、品質、規格、数量、納入時期、納入場所及び消費税相当分を
　含まない等の条件を提示し、別添様式により見積依頼を行うものとする。
　　また、見積りは積算の手間を省略するため、現場渡し価格とし、加工を含む材料の場合は加工を含
　んだ価格とする。
２）見積りを徴収する場合は原則として５社以上から徴収し、見積価格は異常値を排除した３社以上の
　平均値とする。
３）見積りを徴収し単価決定を行う際には、他の類似品等の実勢価格と見積価格の割合を乗じて材料単
　価を決定する。
　　なお、類似品等とは鳥取県土木部が制定する材料単価表又は物価資料等に実勢価格が掲載されてい
　る類似品又は他規格品をいう。

　　　　　　　　　　　　　　



（３）　特別資料による場合
　上記の単価決定方法により難い場合は、材料単価を適切に把握できる調査機関に委託した特別資料
による価格を採用する。

（別添様式）

                                                        事　務　連　絡
                                                       平成　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　様

                                                        
鳥取県○○土木事務所長

                見積書の提出依頼について

　　

　このことについて、事業執行上の参考資料といたしたく下記により、当該資材についての見積価格を提出
されますようお願い申しあげます。

記

１　見積条件

品目
規格、寸法等 

  

納入時期 平成　　年　　月頃 平成　　年　　月頃

納入場所   

据付費 ・含む 
・含まない 

・含む 
・含まない 

納期 　　　　　ケ月 　　　　　ケ月 

見積有効期間 　　　　　ケ月 　　　　　ケ月 

工場検査 □社内 □立会 □社内 □立会 

メーカー名   

見積価格構成 □製造原価□商品仕入価格 □製造原価 □商品仕入価格 

□現場持込価格 □現場持込価格 

参考図 □有 □無 □有 □無 

その他   　

注）消費税相当額抜きの価格にしてください
２　見積提出期限 平成　　年　　月　　日
３　担当者職氏名
　　なお、依頼内容について疑義のある場合は、担当者まで連絡してください。


